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付属機関会議録 

会議の名称 平成２９年度第１回風景づくり委員会 

事務局を主管す

る課の名称 

都市整備政策部 都市デザイン課 

開催日時 平成２９年６月３０日 午前９時３０分～午前１１時３０

分 

開催場所 生活工房セミナールームＢ 

出席者 【世田谷区風景づくり委員会】 

入江彰昭委員、岡田雅代委員、田邉学委員、古内時子委員、

野原卓委員、山本裕委員、井田里美委員 

【事務局】 

都市整備政策部長 渡辺正男 

都市整備政策部都市デザイン課長 清水優子、都市デザイ

ン担当係長 一坪博、担当職員 水野幸、高野麻衣 

（株）アルテップ ２名 

会議の公開・非公

開・一部非公開の別 

公開 

傍聴人の数 １名 

会議次第・内容 開 会                        

１．議 題 

１ １）風景づくりのガイドライン（屋外広告物編） 

素案について 

・意見交換会（4月 29日開催）の報告 

・風景づくりのガイドライン（屋外広告物編）素案 

２．報告事項 

１）界わい形成地区に関する取組み 

２）せたがや地域風景資産クイズコンテスト 

３．事務連絡等 

閉会 
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平成２９年度第１回世田谷区風景づくり委員会 

平成２９年６月３０日（金） 

 

○都市デザイン課長 皆様、おはようございます。都市デザイン課長の○○で

ございます。定刻になりましたので、平成２９年度第１回風景づくり委員会

を開会いたします。 

本来は、風景づくり委員会会長が開会を宣言するところでございますが、

第８期風景づくり委員の任期が、平成２９年１月３１日をもって満了となり

まして、３名の委員の交代がございます。また、委員長、副委員長の席が空

席になっておりますので、新しい委員のご紹介及び会長、副会長の選任まで、

私が進行をさせていただきます。 

また、委員の委嘱につきましては、本来であれば委嘱状を直接お渡しすべ

きところですが、委員にご就任いただく平成２９年２月１日の時期に、委員

会の開催がございませんでしたので、２月上旬に皆様に郵送させていただく

形をとらせていただきました。第９期風景づくり委員の任期は、平成２９年

２月１日から平成３１年１月３１日までとなっておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

委員会の開催に当たりまして、都市整備政策部長より皆様にご挨拶を申し

上げます。 

○都市整備政策部長 おはようございます。○○でございます。今、司会のほ

うからありましたように、第９期の風景づくり委員会ということで、本日ス

タートを切らせていただきますけれども、各委員の皆様方におきましては、

委員をお引き受けいただきまして誠にありがとうございます。また、本日は

早い時間帯の会議にもかかわらず、また足元の悪い中、お忙しい中、お集ま

りいただきまして誠にありがとうございます。 

それから日ごろ、世田谷区のまちづくりにつきましては、皆様方には大変

ご理解とご協力をいただきましたこと、この場をおかりしまして御礼申し上

げます。 

第９期の風景づくり委員会につきましては、昨年度、屋外広告物関係につ

きまして、一段の風景づくりという中での取り組みを進めていこうというこ
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とで、骨子案をお示しさせていだき、皆様方からもご意見等いただきながら

事務局のほうで詰めてまいりました。本日は、素案という形で一歩整理をし

てございますので、そちらを報告させていただき、皆様方からまたご意見、

ご助言等をいただきたいと思っております。 

また、今後の進め方につきましても、ご助言をいただければありがたく思

っております。 

本日は、新しい委員長、副委員長の選任もされるということで、９期のス

タートでございますけれども、皆様方におきましては、引き続きどうぞよろ

しくお願いいたします。 

○都市デザイン課長 ありがとうございました。 

それではまず、本日の委員の皆様のご出席についてご報告いたします。本

日の委員のご出席は７名となっております。従いまして、本日の委員会は世

田谷区風景づくり条例施行規則第３４条に定める会議の定足数、委員の２分

の１以上の４名に達しておりますことをご報告いたします。 

それでは第９期世田谷区風景づくり委員の皆様をご紹介いたします。お手

元の資料１に委員の名簿がございますので、あわせてごらんください。お１

人ずつお名前をお呼びいたしますので、その場で一言ご挨拶をお願いいたし

ます。 

○○○○様でございます。 

○委員 東京農業大学の○○と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

所属が２つになっていますが、今年から新たに新学科が設立されまして、そ

ちらのほうでも併任ということになっております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○都市デザイン課長 ○○○○様でございます。 

○委員 ○○と申します。世田谷区民ではないのですが、風景づくりの市民参

加の現場に割と初期からいたので、今、委員をさせていただいております。

よろしくお願いします。 

○都市デザイン課長 ○○○○様でございます。 

○委員 ○○○○設計室をやっております、○○○○と申します。私は、共立

女子大学で造園の非常勤講師をしていると同時に、通常は一般の風景づくり
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ということ、実際に工事をしたりデザインをしたりということで携わらせて

いただいております。よろしくお願いいたします。 

○都市デザイン課長 ○○○様でございます。 

○委員 カラープランニングセンターの○○と申します。私は色彩とか屋外広

告物のように、都市の表面部分の調査・研究をしたり、実際にデザインをし

たりしています。よろしくお願いいたします。 

○都市デザイン課長 ○○○様でございます。 

○委員 ○○と申します。今回初めて参加させていただきます。今、横浜国立

大学で都市計画・都市デザインを専門にしておりまして、前任の○○委員の

後輩といいますか、大学の後輩で断れませんでした。 

私は今、横浜におりますが、実は幼少から２０年ほど世田谷区民でしたの

で、愛着も非常に持っておりますので、ぜひ尽力させていただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○都市デザイン課長 ○○○様でございます。 

○委員 ○○です。かつて、数年前にユニバーサルデザインでいろいろお世話

になりました。今回、公募ということで、区民代表でなっておりますけれど

も、私はずっと生まれてから区民。ちょっと海外へ行ったこともありますけ

れども、全部東京の世田谷におりまして、高校までも世田谷にいましたので、

地元ということで、いろいろなことができればと思っています。よろしくお

願いいたします。 

○都市デザイン課長 ○○○○様でございます。 

○委員 本年からお世話になります、○○でございます。私は地域のボランテ

ィアとして少し活動させていただいております。区民目線で、そういう目で

参加させていただきたく、今回応募させていただきました。わかりませんこ

とが多いですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

○都市デザイン課長 ありがとうございました。 

続きまして、本日出席しております区の職員を紹介いたします。 

都市整備政策部長の○○でございます。 

○都市整備政策部長 改めまして、○○でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 
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○都市デザイン課長 続いて、事務局を紹介いたします。都市デザイン担当係

長の○○です。 

○事務局 ○○です。どうぞよろしくお願いします。 

○都市デザイン課長 都市デザイン担当の○○です。 

○事務局 ○○です。よろしくお願いいたします。 

○都市デザイン課長 同じく○○です。 

○事務局 ○○と申します。よろしくお願いします。 

○都市デザイン課長 それでは、次第に従いまして、委員長、副委員長の選出

について、世田谷区風景づくり条例施行規則第３２条第１項により、委員長

及び副委員長各１名をそれぞれ委員の互選によりお決めいただきたいと思い

ます。 

それでは委員長について、立候補あるいはご推薦があればお願いいたしま

す。 

○委員 前期まで２期、副委員長をお務めいただきました、○○委員にお願い

できればよろしいかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○都市デザイン課長 ありがとうございます。ほかに推薦などはございますで

しょうか。 

よろしいですか。それでは、○○委員に委員長をお願いしたいと思います

が、よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○都市デザイン課長 それでは、○○委員、よろしくお願いいたします。 

第９期風景づくり委員会の委員長は○○委員にお願いすることとなりまし

たので、委員長の席にお移りいただけますでしょうか。それでは、○○委員

長、一言ご挨拶をお願いいたします。 

○委員長 改めまして、東京農業大学の○○です。よろしくお願いいたします。 

第６期からということで、６年前になるのですかね。そのころからという

ことですが、最初の私のここについての印象は、本当に世田谷区というのは

区民とともにまちづくりを進めていくということが非常に印象が強かった中

で、風景づくり委員がどちらかというとセルモーター的な役割を果たしてい

るということを、やっている中で気づかされてきました。区民とともにまち
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づくりを進めていく中で、よりよい世田谷区になっていくような形で、委員

会がそれをバックアップできればと思っておりますので、今後とも、委員長

という大役ではありますが、皆さんと一緒に委員会をつくっていければと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○都市デザイン課長 ありがとうございます。 

では続きまして、副委員長の選出を行います。副委員長も風景づくり条例

施行規則第３２条第１項により、委員の互選によりお決めいただきたいと思

います。それでは副委員長について立候補あるいはご推薦がありましたらお

願いいたします。 

○委員長 私のほうは環境とか緑や造園等が専門でありますが、建築とか都市

デザインがご専門の○○委員に副委員長をお願いできればと思いますがいか

がでしょうか。 

○都市デザイン課長 よろしいでしょうか。ほかにご推薦などはございますで

しょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○都市デザイン課長 では、○○委員に副委員長をお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。それでは、お手数ですけれども、席の移動をお

願いいたします。 

では、○○副委員長、一言ご挨拶をお願いいたします。 

○副委員長 改めまして、○○と申します。よろしくお願いします。新任であ

るにもかかわらずいきなり副委員長というのは、非常に重い任務だなと思っ

ておりますが、先ほども申しましたけれども、本当に世田谷区に愛着もござ

いますし、皆様がずっとここまで築き上げられてきた取り組みに、少しでも

お力になれればと思いますので、微力ながらお手伝いさせていただきたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○都市デザイン課長 以上をもちまして、委員長及び副委員長の選出を終了い

たします。ここからの進行は、世田谷区風景づくり条例施行規則第３２条第

２項により、○○委員長にお願いいたします。 

それでは早速ですが、委員長、お願いいたします。 

○委員長 それでは、ご多忙の中、このたび会にご出席いただきましてありが
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とうございます。これより２９年度第１回風景づくり委員会を始めさせてい

ただきます。 

初めに、事務局のほうから資料の確認をお願いいたします。 

○都市デザイン課長 資料につきましては、あらかじめ委員の皆様に郵送して

おりますが、本日改めて机上に配付しておりますのでご確認をお願いいたし

ます。まず次第と資料を確認させていただきます。 

委員会次第がございまして、次に資料１、委員名簿、資料２が４月２９日

意見交換会の概要でございます。資料３が、風景づくりのガイドラインの素

案でございます。資料４が、界わい形成地区に関する資料、左上がホチキス

どめのものと、その後に青い「界わい形成地区ガイド」、それからちょっと小

さめの奥沢地区の「みどりの街づくりガイド」、それから成城地区の地区街づ

くり計画のパンフレット、それから最後、資料番号を振っておりませんが、

地域風景資産クイズコンテストイベント冊子です。以上でございます。 

それから、参考資料としまして、世田谷区の全図都市計画図の１、２、風

景づくり計画を机上に配付しておりますので、ご確認ください。以上が本日

の資料でございます。お手元にない方、いらっしゃいますでしょうか。 

以上で資料の確認を終わります。 

○委員長 本日は、区より、議題が１件、報告事項が２件となっております。

それでは事務局のほう、よろしくお願いいたします。 

○都市デザイン課長 まず議題でございます。議題は、屋外広告物に関する風

景づくりのガイドラインの策定に向けた取り組みとなります。今年４月２９

日に実施しました意見交換会の報告、ガイドライン素案を説明させていただ

いた後に、ご意見、ご助言をいただきたいと考えております。担当係長の○

○より説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 座ったままご説明をさせていただきます。 

最初に、意見交換会の報告をスライドでさせていただいて、その後素案が

結構なページ数がございます。スライドにページ番号を振って説明していき

ますので、もし聞いている最中に気になることとかあれば、手元でメモして

いただいて、後ほどご質問やご意見をいただきたいと思っていますので、１

５分から２０分程度、この議題については事務局のほうから説明をさせてい
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ただきますので、よろしくお願いいたします。 

去年からやっております「ぶつぶつ広告物」の第３弾ということで、区民

と一緒に考える意見交換ワークショップをしました。４月２９日、土曜日、

参加者は２３名でした。プログラムは、ガイドラインの大まかな骨組みを説

明し、意見交換をして、その後なりきりのワークショップというような、ち

ょっと楽しい、参加者の皆さんで楽しみながら考えるというものをやってい

きました。 

状況としては、世田谷区は今、建物については事業者さんが説明をして、

専門家のアドバイスを入れながら調整をしているということをやっておりま

すが、屋外広告物についても、環七、環八については、同じような形で調整

をしていきたいと考えております。そこで今回は参加した方々に事業者と専

門家に分かれていただいて、ガイドラインにこういった視点を入れたほうが

いいだろうとか、そういったことを皆さんに意見をいただいたという形にな

ります。参加した方々は事業者と専門家に分かれてなりきってワークショッ

プをやったという形です。 

なりきりワークショップの題材としては、環八沿いに架空の店舗ですけれ

ども、こういう生活家電の「セタデン」という架空のお店が出店するという

想定にして、こういったものを事業者が計画をしている。自分の目の前にこ

ういった建物が建つかもしれないというような想定の中で、いろいろ皆さん

と意見交換をしていきました。 

具体的な敷地も設定しました。駅の近くで、緑道もあって幹線道路沿いの

計画地に、店舗と駐車場がある大型店舗が建つと想定しまして、建物は３階

建て８，０００平米くらいのもので、家電量販店とスーパー、赤い部分がス

ーパーですね。複合施設みたいな具体的な想定をしました。 

事業者役になった方々は、作戦会議として、一応私が社長になりまして、

この店舗のコンセプトについて、にぎやかさを出そうだとか、いろいろな人

にいろいろな情報を出していこうとか、このごちゃごちゃした感じの店舗の

コンセプトを事業者になる方々と共有して、事業者はこれを実現したいのだ

ということで、臨んでいきました。 

逆に、専門家は、皆さん参加された方は専門家ではないので、近隣の住民
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でもいいですし、専門家になりきってもいいですというところで、思うこと

を事前に整理してもらいました。色についてはこうしてほしいよねとか、そ

ういった考えを各テーブルで去年つくったリーフレットとかガイドブックも

参考にしながら、もう少し情報整理してもらったほうがいいのではないかみ

たいな作戦会議を事前に練っていただきました。 

事業者はこういうことをやりたいよという説明をしながら、それに対して

専門家的な立場の人たちは意見を言いながらうまく誘導してもらいました。

感情的にぶつかるようなテーブルや議論が白熱したテーブルもありました。

最後に実際その意見のやりとりをまとめて発表してもらいました。○○委員

が映っていますけれども○○委員はそのとき専門家としてかかわっていただ

いています。 

主な意見としては、やはりガイドラインの中には具体的な目標を示したほ

うがいいよねというお話があったり、ガイドラインが多少お願い、強制力の

ないものではあるので、そこに強制力があったほうがいいのではないかとい

うような意見があったり、もともとある屋外広告物はどうするのかみたいな

話もありました。それについては、ここに書いてあるとおりガイドラインの

中で少し方針、イメージをしっかり示していくとか、強制力はなかなか強く

ないですけれども、誘導が事業者にとっても有益になるように、そういった

内容を盛り込んでいくとかですね。既存のものについても更新のタイミング

をうまく捕まえていくとか、そういった今後の参考になるご意見がありまし

た。 

具体的な、この建物に対しては、やはり文字とか情報が多いよねとか、こ

れは意外だったのですけれども、もう少し緑化をしてもらったほうがいいの

ではないか、広告物をやるスペースがあるのだったらそこに壁面緑化をした

りとか、そういった話もありました。それから、ここは設定としては裏に住

宅地があるので、住宅地にもうちょっと配慮したほうがいいのではないかと

いう意見がありました。 

こういうものについてはガイドラインの中でうまく事例を紹介したりしな

がら、盛り込んでいけるのではないかという話を整理しました。 

この意見交換のイメージとしては、これが専門家との協議をする前で、協
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議をすると、例えばこんなふうに改善ができるのではないか。新宿だとか秋

葉原だとこういったものはいっぱいあるかもしれませんけれども、世田谷バ

ージョンにすると少し住宅地に配慮した建物になり、こういうことをガイド

ラインを使いながらやっていきたいということで、少し難しい、専門的な内

容ではありましたけれども、学生も参加されていて、意見がたくさん出たと

いう状況です。これが意見交換会のご報告になります。 

続きまして、今冊子をつくっておりますが、ガイドラインの素案の説明に

なります。黒丸でページを入れておりますので、そのページを追っていくと

お手元の資料にたどり着きますので何かメモとかされるときはそこを見なが

ら、ちょっと手元暗いですけれどもよろしくお願いします。 

この本書の構成について簡単にご説明しますと、２章立てになっています。

１章は目的や位置づけ、看板を設置するときの流れや対象を、前提となるよ

うなお話があります。 

２章はどのように誘導していくのか。区全域でどういうふうに考えるのか、

地域でどう考えるのか。また、環七、環八、特定区域でどのように考えるの

かという考え方を示しているシンプルな構成になっています。 

まず目的ですけれども、ごらんの写真のように、看板は経済活動における

必要な情報提供をしてくれています。また、地域の「らしさ」を演出するよ

うな効果もございますので、そこをポジティブに捉えて、まちの、地域らし

さの感じられる魅力的な風景づくりの誘導をしていきたい、ガイドラインの

目的はそのためにつくっています。 

位置づけは、これまで骨子でご説明したとおり、景観法の流れで、風景づ

くり計画にひもづいたガイドラインという形になります。屋外広告物法とい

う別の法律がありますが、その流れと整合を図りながらガイドラインを運用

していきたいと考えております。 

２ページについては、設置の流れがございます。もともと屋外広告物を計

画する人は、広告物の条例の許可があれば許可をとって、工事に着手して完

了という流れになりますけれども、今回このガイドラインが間に入ってきま

す。少しケースを紹介しますと、そもそもが許可申請が不要のもの、例えば

窓面の広告物だとか、ちょっと小規模なものは許可の必要もないのですけれ
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ども、このガイドラインを参照していただいて、計画をしてもらうと。参考

資料というような形になると思うのですが、そういった形でお願いするケー

ス。 

それと、許可がそもそも必要なものですが、環七、環八以外の特定の区域

以外であれば、窓口で事業者さんに情報をもう少し整理してくれませんかと。

職員が窓口で事業者さんが何かやりたいというときには助言をしながら調整

をしていきたいなというのがこのラインになります。 

それと特定の区域、環七、環八の一定規模のものについては専門家協議を

入れて、看板を設置する方に説明をいただいて、専門家のアドバイスを入れ

ながら、いわゆる事業者さんたちのほうだけで勝手に決めるのではなくて、

みんなで考える場を一度設けて、それで許可の流れになるという形で考えて

おります。 

次に対象については、屋外広告物の条例に該当する屋外広告物はもちろん

のことなのですが、ガイドラインで追加しているものとして、窓面の内側を

利用した広告、窓の内側なので、屋内のため屋外広告物法の該当にはならな

いのですけれども、風景にかなり影響を与えるものだと考えていますので、

ガイドラインでは触れていきたいなと。いわゆるこういう塾だとか、何々医

院とか、結構街中でビルの中で掲出されているものがあります。窓面利用も

うまくやれば街並みの中でなじむようなケースもありますので、それを少し

誘導していきたいと考えているところです。 

次に、２章の誘導方針・指針については、全体の構成はこのようになって

いまして、区全域、そして地域ごとの考え方。それにプラス、環七、環八の

特定の区域の誘導指針になります。 

まず全域の方針についてご説明させていただきます。すでに住民参加でつ

くったデザインブックがありますけれども、その項目に加えて、夜間の広告

物の状況、照明だとか先ほどあった窓面の広告物だとか、特定の広告物につ

いても基本事項を加え、９つの項目で整理をしています。その項目について

少しご説明します。 

まず、素案の構成としてはこのようになっているのですが、どういう情報

を載せているかというと、まず右上のほうに誘導の基準、情報については情
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報を整理してくださいというような具体的なイメージを載せています。計画

するポイントを下にチェックできるように書いていまして、基本的には屋外

広告物を計画される方が、これを見ながらどういったポイントを整理すれば

いいのだろうとわかりやすくしたいということで作成しています。 

具体的なイメージについては、やはりビフォーアフターがあったほうがい

いだろうということで、既存のものをだめ出しして改善するというのはなか

なか難しいので、コンサルさんに頑張っていただいて、両方ともつくりまし

た。これについてはウェブだとか、営業時間、電話番号などいろいろな情報

が入っていますけれども、それを整理する。また、人物というのもやはり情

報量が多いのと、かなり不快感を与える部分があります。例えばペットホテ

ルというのであれば、それをアイコンにするとかそういうアイデアを入れて、

情報を整理したり、「３６５日休まず営業」は「年中無休」の４文字のほうが

シンプルに伝わると思います。こういった情報を整理したほうがいいだろう

と。細かな情報は、これは実は足元に入っているのですけれども、歩行者向

けの目線のところにそういった細かい情報、営業時間だとかウェブサイトが

あればそういった情報を整理するというような形でビフォーアフターで見せ

ることで、屋外広告物の事業主とかデザインする側に訴えかけていきたいな

という構成にしています。 

それを盤面で見せるだけではなくて、やはり風景に落とし込んだほうがい

いだろうということで、こういう街並みの中に実際に入れてみて、伝えるよ

うな構成にしています。 

順に、少し数が多いので細かくは説明しませんけれども、文字についても

例えば「世田谷歯科医院」というものが盤面いっぱいに文字を入れています

けれども、適度な余白を設けることで印象が変わってきますし、これでも十

分伝わるというところは、○○委員からもアドバイスをもらいながら、屋外

広告物の歩行者に対する情報の発信というのを変えていきたいなと思ってい

ます。 

また文字については、これはちょっと装飾をしているのですね。シンプル

な文字ではないのですけれども、装飾の少ないシンプルな文字にしたほうが

見やすいですよというのをビフォーアフターで見せています。 
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屋外広告物は色の部分はポイントを結構示しておりまして、よくあるパー

キングの広告、これもオリジナルでつくってみたのですけれども、色がいっ

ぱいありますが、色数を少なくすることで情報はやはり伝わりやすくなりま

す。実際のまちの中に落とし込んでみて、住宅地の中ではこれくらいでも十

分ではないのですかということを働きかけています。よくある屋上の広告で

す。周辺との調和、建物との一体化ということで、これは地と図を反転して

おります。空になじむような色にしていて、これでも十分わかるでしょうと

いうところを、具体的にイメージとして示しています。 

もう１つ色彩がありまして、かなり鮮やかな色を使って店舗をアピールさ

れるものがございますけれども、やはり派手な色はアクセントとして、例え

ば全面窓を覆うのではなくて、出入り口にポイントで入れるとか、そういう

工夫をすることで十分情報発信はできるのではないかというような話も入れ

ております。 

それと４つ目は、大きさ・位置ですね。歩行者にとってみればこの上の３

階のほうなどというのはなかなか見えづらかったり、全面にやらなくても歩

行者に十分情報が伝わるのではないかということで、少し情報を整理して、

歩行者目線の部分は小さく、掲出位置をそろえるとか、そういうことでも改

善されるのではないかという提案をしています。 

それと照明につきましては、例えば夜、光らせるにしても文字部分だけ発

光するとか、営業時間外には住宅地なので消灯するとか、また住宅地の中に

ある商店であれば、歩行空間を明るく照らして、足元を明るく、上はおとな

しくと、建物の裏には低層の住宅地が広がるようなエリアもありますので、

そういったことを周辺に配慮した照明計画というようなこともうたっており

ます。 

ページ飛びまして１４ページは、トータルデザインということで、せっか

く建物のデザインをしっかりされていても、テナントさんがばーんと看板を

入れてしまって台なしになっている建物もございます。そういったときは、

やはり建物の個性などもうまく生かすために、これは切り文字であった場合

ですけれども、一体的に見えるようにすることで、建物や周辺の街並みとの

調和が図れるのではないかという事例を入れております。 
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それと、先ほどからあります特定の広告物ということで、窓面広告物。よ

く全面を覆っているものがあるのですけれども、やはり違和感があるのは、

全面を覆うことでかなり景観に対する影響力が大きいので、それを少し整理

したい。上下階で整理したりすることで、全面を覆わなくても情報発信はで

きるのではないかという事例を入れています。これなどは実際に新宿である

例ですけれども、ガラス面からちょっと距離を置いて広告物を出すことで、

ショーケースのようになって、品が変わってくるので、ちょっとした工夫で

よくなりますよというものを参考にしていただきたい。これなども、中と外

が緩やかにつながる、全面を覆うのではなくて切り文字でやることで、雰囲

気は変わってきますよという話を入れています。 

それと、今、世田谷はさほどないですけれどもデジタルサイネージ、映像

装置つきの広告物もあります。それについては、彩度や輝度を調整して音声

は出さないように、周辺の住宅地に配慮するようなポイントも挙げておりま

す。 

それと、世田谷の住宅地で多いのはコインパーキングだとか自動販売機で

す。自動販売機についても、実際、共同住宅の足元の色と合わせて塗装され

ているものもありまして、街並みになじませるということも可能ではないか

と考えておりますので、そういったことをガイドラインに入れていきたいな

と。 

ここまでが区全域共通の方針の大まかな内容になります。地域ごとの方針

ですけれども、風景づくり計画が用途地域ごとにゾーンを設定しております

ので、その区分に応じて考え方を示していきたいなと思っています。今、計

画では一種低層、二種低層という低層住宅系ゾーンと、商業系の商業ゾーン、

それ以外は住宅共存系ゾーンとしています。それと国分寺崖線のこのハッチ

がかかっているところですけれども、ここが水と緑の風景軸という形で、４

つのゾーンが今現在ありますので、そのゾーンごとに考え方を示しています。 

こちらもどのような構成かといいますと、まずその地域の屋外広告物はど

ういったものがあるか、そういう特性を最初に書いて、それをもとに誘導の

方針を示して、その後に細かな、定性的な内容ではございますけれども、誘

導の基準があるという形になっております。 
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例えば低層住宅系ゾーンであれば、屋外広告物の設置は制限されているの

で、かなり少なくて、ただ、少ないから目立つものとしては自動販売機だと

かコインパーキングなどがあります。そういったものを出すときには、でき

るだけ住宅地の風景づくりに寄与するようなものにしてくださいということ

を方針として挙げています。質の高い住宅地をつくっていきましょうよと。

誘導基準を、定性的な基準を示して、事例などを入れています。こういった

コインパーキングは実際に区内にもございますので事例を示すと。ここも、

やはりビフォーアフターのイメージがあったほうがいいだろうということで、

緑豊かな住宅地の中にコインパーキングや自動販売機、ちょっとした自家用

広告物が出る場合があるのですけれども、これを、例えば色を配慮するだと

か、少し建物と一体的に広告物を出してもらうとか、そういったことを絵で

示していきたいと思っています。なかなか思ったとおりの街並みというのは

すぐに見つからないものだったので、コンサルさんとも協議して、イラスト

でつくっていこうかなと考えています。これからどんどんイラストの質を上

げていくという形でイメージしています。 

同じように住宅共存系ゾーンであれば、代表的な風景として、集合住宅に

テナントが入っているような風景がございます。これについても、屋上の広

告物の扱いであったり、店舗の例えば広告物の高さを少しそろえるとか、そ

ういったことで街並みは大分変わってきますので、そういったものを方針と

して入れております。 

少し長くなってしまうので割愛します。イラストのイメージだけで説明さ

せていただきます。商業系ゾーンも、先ほど言った窓面広告であったり、大

きな看板であったり、足元の看板に付随するようなものがございます。これ

を例えば窓面は先ほどのように改善して、屋上広告物もできるだけ低彩度の

もので、切り文字にしたりですね。それと、商店街はにぎわいの演出も必要

になりますので、例えばバナー広告を出したり、少し隣同士の建物で一体感

を見せることで雰囲気が大分変わってくると思いますので、そういったもの

をイメージとして出しております。 

水と緑の風景軸は、背面に国分寺崖線の緑を背負っているような風景がご

ざいますので、そういった場合は風景に落とし込んだときに、この緑と合う
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ような彩度にしたり、高さを抑えたり、そういったことを配慮することで、

緑の風景になじんだ店舗計画ができますよという話を示しています。 

最後、特定の区域、区内を代表する大きな幹線道路である環七、環八につ

いてです。環状七号線と八号線には実際にこのように規模の大きな、風景に

影響の大きなものが出されますので、先導的な取り組みとして、まず環七、

環八で積極的に力を入れて調整していきたいと考えています。 

協議の対象は、環七、環八に面する敷地としています。これは風景の計画

で幹線道路基準というのがあるのですが、それも同じ考え方でやっておりま

す。この敷地に広告物が出される場合は、１０平米を超えるもの、まず許可

が必要なもので１０平米を超えるものは協議の対象にしていくという考えで

おります。 

先ほど、ワークショップで使ったものですけれども、こういったものが出

てくるときには、計画すべきポイントですね。例えばこの赤いラインだとか

ばーっと流すのではなくて、アクセントとして建物と一体的にコーナーに出

すことで目立ちますし、十分なアピールができますよとかですね。情報の整

理についても誰向けのものなのか、これは車向けなのであればこれで十分だ

し、歩行者向けの情報であれば出入り口に集約させたりとかですね、そうい

った話をわかりやすく載せている形になります。こういったものをベースに

専門家からアドバイスをもらいながら、協議をしていくという考えでおりま

す。 

素案の説明は以上になります。 

今後のスケジュールですが、素案を皆さんに見ていただいて、ご意見をい

ただく会が本日になります。実は、１０月に意見募集という形で５００名の

区民の方々に、無作為に送って、意見を積極的にもらおうという取り組みを

進めています。ここで１０月に意見をたくさんいただいて、それを案に反映

させていきたいと考えています。日にちは後でご案内しますけれども、第２

回は恐らく１２月に、ガイドラインの案として、さらによくなったものを皆

さんに見ていただくという形になりますので、感じたことや意見をいただき、

区民意見募集の前に案に反映させていければなと思っていますのでよろしく

お願いいたします。 
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私からの説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございました。説明はこれで終わりますので、この後委

員の皆様からご質問、ご意見ございましたら３０分ほどはお時間があるのか

なと思いますので、ぜひ今のご説明に対して意見等をよろしくお願いいたし

ます。いかがでしょうか。 

○委員 ２ページの屋外広告物の設置の流れについてなのですが、以前からも

あったと思うのですけれども、許可申請が不要な人たちにこういうことが起

こりますよというか、広告物として世田谷区は考えていますよとか、例えば

私ピアノ教室を始めますと言ったときに、ある日突然その看板を出す場合に、

世田谷区がそういうことを指導しますよということの認知とかは、どういう

ふうに伝わるというか。これが内容としてはすごくよくできていますし、ま

とまっているので、こういう情報をもらった人も決して面倒なことが来たな

というばかりではなく、自分が広告を出すときの参考にしてもらえるのでは

ないかなというような内容になっていると思うのですけれども、そもそもそ

れが、ちゃんと伝わるべき人にどうやって伝わるのだろうというところがち

ょっと、もうちょっと何か、毎回これやっているような気もするのですけれ

ども、どうだったかなということがありましたので、そのあたりをどうする

のかというのを少しご説明いただけますでしょうか。 

○委員長 事務局、お願いします。 

○都市デザイン課長 まず屋外広告物の許可が不要な方というのは、基本的に

は区役所にはいらっしゃらないので、今、区としてできることは本当に区の

お知らせですとか、ホームページですとか、そういう形での周知をしていく

というのが１つと、あとは屋外広告物を取り扱っている事業者さんの団体の

ほうに、あらかじめこういったガイドラインをつくっていきますということ

でご説明をさせていただくということが今できることかなと考えています。 

○事務局 それと、こういうものも結局業者さんが施工していますので、施工

する業者さんに対して、ガイドラインを参考にしてもらうと。逆にそれをい

いデザインがあれば自分の受注に跳ね返ってくるようなことになれば、あり

がたいかなというのが１つと、あとコインパーキングなども規模が小さいも

のは届け出の対象外なのですけれども、実際何社かに限られるので、大手さ
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んには直接こういったものを世田谷区はつくってやっていますという働きか

けをしたいと思っています。やはり直接足を伸ばしていかないと、待ってい

るとなかなか拾えないのが現状かなと思っています。 

○委員 実際にはすごくやりにくいと思うのですけれども、例えば新しいコイ

ンパーキングができましたと。うまく事業者さんとか看板屋さんが誘導して

くれればいいですけれども、お客さんに対して面倒なことは言いたくない、

早く設置したいみたいな感じで、ばんばんとつくってしまって、こんなもの

ができてしまったとなってから、行って、実はこういう話があったのですけ

れども看板を変えてくれますかという話というのは、すごくしにくいのでは

ないかなと思うのです。そのあたりがやはりうまくいくだろうかということ

と、その事業者さんが本当にそういうふうに協力をしてくれるだろうかとい

う、そのあたりが割と現実的なものとして考えると、土地を貸す大家さんな

ども全くノータッチでとにかく土地を貸したら好きにやってくださいという

感じだったりもします。ちゃんと風景づくりとかを考えてくれている大家さ

んで、地主さんで、私はこういうふうにしてくれる業者さんにしか貸しませ

んというようなことをおっしゃっている人も私は存じ上げていますので、そ

ういう方ばかりならいいのですが、通常はそうではないと思います。もう少

し広い範囲で例えば不動産屋さんであるとか、大きい地主さんであるとか、

そういった人たちにすごくいろいろな方面から広告物というものに対しても

う少し気を使ってくださいねと、気を使うことでまちがよくなるのですとい

う話をしていく機会みたいなものを増やす必要があるのかなとは、聞いてい

て思いました。 

○都市整備政策部長 まさにそうですよね。○○委員の言われるとおり、行政

側がどの時点で、ある意味で捕まえると言うとちょっと表現がよくない、行

政がどこの時点で関与するかというところはあるのですが、これだけいわゆ

る区内全体を見ていくと、行政がかかわる部分というのは非常に点の部分く

らいしか現時点ではないのですよね。そういう中で、景観というところを見

ていくと、いろいろな看板がある中で、そういったところにどうやって接触

といいますか、関係性を持っていくのかというところがあって、今私どもが

お話ししたように、いろいろな団体に世田谷区の考え方をとにかくＰＲして
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いこうと。ホームページですとかもやりながら、それともう１つは許可申請

が必要なものも、実はもう既に何年も更新して許可をとり直ししてずっと来

ていますので、そういったもののご案内も実は別の所管ですけれども、建築

調整課でやっています。そこにこういった資料を同封して、促すようなこと

もやるということで、実は今お話ししてしまった部分というのは、どういう

形でこの考え方を浸透させて、ご理解いただきながらやっていくかというと

ころが、大きなポイントだと思っています。 

そういったことも工夫しながらやっていくとともに、特に大きな看板の環

七、環八のところについては少し条例に協議の義務づけをさせて、それで世

田谷区と、行政と業者さんとやりとりをさせていただくという場を設けて、

そこに専門家のご協力をいただきながら、いい形に誘導していくという。ち

ょっとそういう仕組みを今回入れるということなので、本当に今おっしゃる

周知の部分というところがなかなか、逆に言えばいろいろなアイデアがあれ

ば教えていただきながら、考えていかなければいけない部分になっていると

いうことで、ここが本当に大きなポイントだと思っていますね。 

○事務局 ○○委員がおっしゃるように、実はこれ成城なのですけれども、成

城の○○○○はなぜか茶色なのですね。我々行政は関与していないです。こ

のビルのオーナーが、自分のビルなので足元に派手派手しいのをやめてくれ

と。これは成城ブランドというところもあるかもしれません。これも同じく

成城で、切り文字になった○○○○○。 

恐らく、行政でなくて地域の力が変えている部分もあるので、住民理解だ

とかオーナーの理解が進めば、そういったものが出にくくなるというのは実

際にあるのかなと思っています。 

○委員 今伺っていると、やはり世田谷区と広告を出す側という二者しか出て

こなかったのですけれども、これを市民目線に変えてみると、もう少しこん

なおしゃれな広告が、何と言うのですか、募集するというのですか。市民が

好きな広告を公募して、こんなあなたの好きな広告とか、そういうふうに市

民に向けて発信して、市民の声がこんなものを求めていますというような、

よく地域風景資産、あなたの好きな風景はどこですかという写真を募集した

りしますよね。そういう形で、例えば市民に募集をかける。そうすると、こ
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んなすてきな広告があるよとか。やはり広告を出している側も、市民はそん

なのが好きなのかと。市民が好感を持ってくれる広告をもっとつくっていこ

うではないかという底力というのでしょうかね。そういうふうに向けていく

こともできるのではないかなと思いました。いかがでしょうか。 

○委員長 今の○○委員の意見をどこかで反映させることはできるものなので

すか。この素案の中でといいますか。市民がかかわるみたいなところという

のは。 

○都市整備政策部長 そういったところも考えていまして、例えばいいものに

ついては区として積極的にこういういい広告、看板が掲げられたというよう

な、そういう事例を発信することによって、区民の方々に意識づけを持って

もらおうとか。 

今言われたようなところで、逆に何か区民から募集をかけて出していただ

いて、こういうような考え方もあるということを発信するとか、そんなこと

も工夫しながら、さっき言った周知というところが一方通行でただ行くのだ

となかなか深まらないので、そういうことも必要だとは思っています。いろ

いろアイデア等もいただければ、議論して少し具体的な対応をとっていきた

いと思っています。 

○委員 私、新任なので今までの経緯の中で詳しくわからないところもあるの

ですけれども、今まで考え方を示すようなパンフレットというかブックのよ

うなものも何かつくられておられましたよね。何か全体の体系の中でこの広

告物も含めた風景づくりをどのように展開していくか、全体像みたいなもの

というのはあったりするのでしょうか。 

○事務局 今、○○委員がおっしゃられたのは、一番最初に区民参加でつくっ

たリーフレットがあります。○○委員がおっしゃったように参加者がいいな

というものを選んで載せて、これは街歩きしたのは三茶がメインなのですけ

れども、参加者がいいと言ったもの、これなどは本当にちょっとした魚屋さ

んなのですけれども、実はこの魚の文字に魚の絵が入っていて、粋だという

ので選ばれて、一番評価が高かった。これは、あくまで普及啓発の、先ほど

言われた区民が選んだもので、こういった店舗は皆さんいいと言っています

よと言って配っているものです。それを普及啓発のほうでつくって、今度は
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行政として誘導していく、具体的なルール的なところでこのガイドラインを

位置づけているというような形で考えています。 

○委員 そのあたりをうまく連動して、全体の何か取り組みになる。多分、ほ

かの自治体さんでも要は小さなグレーンというか粒の建物やおうちや商店が

多いところは皆これで困っているというか、どう周知するべきかという周知

先がないというのがみんな困っているところだと思うのですけれども、なの

でちょっと手を変え品を変え、いろいろなことをしながらいかないと直接届

くというのは難しいのかなと思います。それも含めてこれとこれとこれ、こ

ういう、要はツールがあるぞというのが何か全体で見えていると、あとでど

こが弱いかとか、そういうのもわかるのかなとか。 

あと他区でやったときはせっかくこんなに立派なのものなので、有償で本

屋とかでも売ってしまうみたいな、そういうやり方をしているところもあり

ました。何か幾つかそういう、どうやったら少しずつ届くかをいろいろ考え

ていくということなのかなと思いました。 

○委員 少し関連するのですけれども、せっかくこのリーフレットもそうです

し、デザインブックもつくりましたし、それから仕組みとしてはきょうパン

フレットを置いていただいていますけれども、界わい形成地区というのがあ

るので、多分個々の店舗の努力というのはこういうリーフレットのようなも

のを参考にしていただく必要があると思いますし、もう少し面的な広がりを

もって小さな広告物がいい街並みを形成するというような観点になると、こ

の界わい地区というのは、それにぴったりフィットするようなエリアマネジ

メントの仕組みだと思いますので、ちょっとこの冊子の中でも、そういうも

のが存在しているというのをどこかで紹介できると、バイパスのように広が

りが持てるのではないかなという気がしました。 

それと、今回この素案の中で、今まで出てこなかった要素としては、特定

の広告物というのが出てきていると思うのですけれども、これは具体的に言

うと窓面の広告物であったり、映像装置つきの大きな広告物だと思うのです

けれども、この点について、この冊子に示すかどうかは別として、区として

どういうふうに誘導していきたいのかというような、大きな方針がないと、

例えばアドバイザーが入って、アドバイザーが協議するときにもちょっと困
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ると思うのですよ。 

具体的に言うと、今、千代田区ではこの大きな街頭ビジョンみたいなもの

は、例えば建築物と一体的に考える場合はある程度ありかなというふうに考

えているのですけれども、後づけで既存のビルの壁面に大きなものがつくよ

うなものは、できれば抑制していきたいというような合意が、区の方とアド

バイザーの中であって、そういう合意があるので、基本的には抑えていこう

というような基調がつくれるのですけれども、今これ額面だけをとると、で

きるのはしようがないけれども、その中でどういう配慮が必要かというよう

な内容に見えてしまうので、基本的には窓面というのはせっかく開放的な建

築物をつくったので、ふさがないというのが基本方針としてあったほうがい

いのかもしれないですし、特に大きな街頭ビジョンというのは、一度ついて

しまうと実際には調整が難しくなってしまうので、どういう場所ならついて

いいのか、どういう場所はつけないほうがいいのかというのを、あらかじめ

方針として後ろに持っていたほうがいいのかなと感じました。 

○事務局 ○○委員から指摘があった内容というのは、実はうちのこのスタン

スで、そもそも看板が出されることは否定しない。出すときによりよいもの

を出してもらおうというスタンスで立っていたので、何か規制する、だめだ

というような、そういうネガティブな内容はほぼなくて、出される場合はこ

ういうふうにしたらよくなりますよという内容によるポジティブなガイドラ

インにしようというスタートから来たところが、多分それが抜け落ちたとい

うか。確かに、ガイドラインはそもそもいいのかどうかみたいな議論のとこ

ろは必要かなと、簡単に言えるといいかなと思います。 

○委員 多分経緯の中で、最初はまさにポジティブ型で始まったところ、次や

るときには幹線道路も含めて事業者さんが来たときにやはりそれだけではな

かなか難しいだろうというところから入っているのだろうなと推測されるの

ですけれども、確かにその両方が非常に大事な結果、まぜたらちょっと、若

干どっちにもなかなか承認しにくいところもちょっと出てきてしまっている

というのが逆にあるのかもしれないので、確かに私も拝見すると基本いいと

言っているのかなというふうにとられてしまうというのが、特に難しい事業

者さんはその辺をどんどん自分に好意的な解釈で捉えるので、その辺は少し
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何かうまく抑えられつつ、ポジティブなこともうまく出せる。その工夫は要

るのかもしれない。 

○委員 さっき市民目線という言葉が出ましたけれども、私は代田に住んでい

るのですが、隣が下北沢で例によってにぎやかさに差があるのですけれども、

その辺がおもしろいという外人さんが多くて、特に超インテリ系はそういう

のを見て、ぱっと見て、まちの瞬間を見て、どういうあれで呼吸しているか

とか、呼吸の仕方とか人間の流れとかを見ると、こんなにいいところはない

という人が何人かいて、２０年くらい前から時々出るのですよ。奥さんが日

本人であるとか、そういう方が世界で一番いいところの１つであると、何回

も見ました。ほとんど話題にならないですけれども。 

最近、２年前下北沢の街角が世界で一番かっこいい。「世界のクールな街 

１５選」の１番になったのですね。なぜいいかというと、地元のおばちゃん

と話すと何でこんなところがいいのよと言うのですけれども、やはりこうい

うデザインから見ると、ごちゃごちゃであるけれども何となく調和がとれて

いる。人間というのはばらばらなのですけれども、でも何となく１つの個体

になっていると、そういうイメージがぴんと来ると。それが共有できるらし

いのですね。難しいのですけれどもね。だからそれがわかるということがみ

んなお互いにステータスになってそれでみんな大勢来て、ここだここだとみ

んなやっているのですけれども。 

そういうのがあるときに、そういう方の意見を聞く方法、すべがないわけ

ではないので、ユニバーサルデザインのときもたしか留学生の方がいらっし

ゃいましたけれども、そういう目線をどこかで必要に応じて入れるのもいい

のではないかなと。思いもかけない意見がある。そういうチャンネルを持っ

ている方が何人かいらっしゃるみたいなので、参考にしたらいいのではない

のかなとちょっと思いました。 

やはり日本人だけで固まっていると、国際性はどうしても限界があって、

自分の留学体験とかその中へ入れてしまいますけれども、もっと今の目線で、

こんなにいい資産があるのは世界でも何カ所しかないなどという意見も外国

人は結構言っていますので、だからそれをみんなに言ってもわからないから

言わないのだよということらしいのですね。そういうのはちょっと参考にな
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るかなと思いました。まとまらなくて申しわけないですけれども。 

○委員長 そういった、もうユニバーサルを超えて、そういうインクルーシブ

という多文化共生的な時代に入っていますので、そういった意味ではいろい

ろな方々の意見を取り入れられるようなガイドブックになればいいかなと。 

○委員 設計図ではないですけれども、参考にするともっといいことが出てく

るのではないかなという気がいたしました。 

○委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○委員 大きくは３つコメントがあって、一番細かいことから最初に言うと、

販売機とかも広告物の中に対象に入れていておもしろい取り組みだなと思っ

ていたのですけれども、結構、特にこういうごちゃごちゃしたところを歩い

ていると、日本の商店街で多いのは、一番左にあるのぼり旗というのですか。

あれが何かやはり戦国時代から好きだったのか、日本人の血に入っているの

かもしれないのですけれども、いろいろなものを全て綺麗にしていても、結

局お客さんが来ないと何かお行儀がいい飲食店でもドラッグストアでものぼ

り旗を置くのですね。結構車に乗っていたりすると世田谷の方はあんまり車

でお買い物をしないのかもしれないですけれども、結構見通しが悪かったり

して危ないときもあったりして、あれもだめこれもだめと規制を増やすのは

どうかとは思うのですけれども、何かちょっとそこが今想定内に入っていな

いなと気づいたので。あえて入れないというのも１つの方法だと思いますけ

れども、そういう販促グッズというのでしょうかね。すごく大きい広告の中

の手法だと思うのです。 

○委員 説明にあまりなかったのですけれども、立てかけ看板とかは、車がす

れ違ったりするのに非常に危険だったりします。 

○事務局 基本的にこういったものは違法なのです。不法占用です。道路監察

部隊がいて、パトロールはしたりしているのですが、パトロールのときには

下げて、また出してしまうというのが現状でなかなか商店街もそこはどうに

かまずみんなルールを守ろうよという話は、商店街の方々は声をかけている

のですけれども。どうしても「あそこだって出しているじゃないか」みたい

な感じになってしまっているのが、あるようですね。そこもだから合わせて、

連携しながらやらなくてはいけない内容だとは思っています。 
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○委員 のぼりも道路側に出ていれば同じなのですよね。 

○事務局 そうです。もうここは道路区域なのですね、ここからここまでは。

基本、これ全部だめなのです。飛び出ているものについてはちゃんと占用料

を払って占用許可を持っているものもありますけれども。 

○委員 次、大きい話をしますと、私も最初の２ページのフローに乗らない、

一番厳しい手続に乗らないところが多分やはりどうなのだろうと思っていた

のですけれども。 

あと、例えば住宅地域の中のガイドラインなどで、この中のことで本当に

いいことしか書いていないと思うので、別に何か特にコメントはないのです

が、例えば低層部で屋外広告物の位置をそろえるとか、こういう割と緩い書

き方をしていもある程度配慮される方々は例えば外壁の色を塗るときも、隣

の色をちょっと様子見ながら、何か似た色が続く街並みは結構あって、どう

したらいいのとわからない方もいると思うのですね。そういうときに、単純

に軒から何メートルみたいなことは決められるかどうかわからないのですけ

れども、そういうことをもっと決めたいというところにはやはり、多分後の

話になると思うのですけれども、この界わい形成地区とか、あと今、例ない

ですけれども景観協定、もしかしたらそういうところで使って何かすごく特

化してやれるのかなと、それはそっち増えみたいな誘導があるのかなと思い

ました。 

あと、３つ目が、さっき皆さんのやりとりを聞いていて思ったのですけれ

ども、今回ガイドラインとか重点地区の話がきっとどんどん決まっていくと

１つの仕事として終わると思うのですね。世田谷区の都市デザインは、すご

く過去でも普及啓発にすごく力を入れていらっしゃっていて、例えば地域風

景資産ももう３回やったから１５年以上たっておりますよね。最初はまだ、

１回目のころはまだ百景のほうに引っ張られていて、不動産屋さんも百景、

百景と言っていたのですけれども、最近結構不動産屋さんでも地域風景資産

のことを言っていらっしゃるし、これもせっかくなので屋外広告物も何か普

及啓発事業として、ちょっとゆるゆると、せっかくこういうワークショップ

をやったりしているけれども、さっき検証という話もありましたけれども、

どういう形で続けていくのかというのはこれから具体的な事業としてやって
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いくことだと思うのですが、何かそういうことをちょっと向こう１０年とか

タイム切ってもいいと思うのですが、５年か、ある程度そういう普及啓発の

期間を持ってもいいのではないかなと思いました。以上です。 

○都市デザイン課長 今、いただいたご意見で、やはり普及啓発は非常に重要

だなと思っていまして、期間を区切って、例えばこういうガイドラインがで

きたときに合わせて、積極的にいろいろな形で情報発信していくというのは

いいことだなと思いますので、今後に向けて検討していきたいと思います。 

○委員 普及啓発というと、さっき○○委員が言っていたように、例えば本に

して売ってしまうというのもあると思うのですね。というのは、例えば自分

が何か小さな事業をやろうと思って広告をつくろうと、どうしたらいいかな

と思うと、役所に相談に行くというよりは、多分本屋さんとかインターネッ

トとか何かそういうのを調べたりとかすると思うので、例えばそれは誰がど

ういう形で、世田谷区と言って出版するのかどうかわからないですけれども、

これだけいろいろなことをガイドラインとしてまとめているということは別

に世田谷区以外の人にも有益ですし、いろいろ参考にもなると思います。実

は世田谷区は区に来てくれたらいろいろなアドバイスをただでしてくれます

よみたいな話があって、区内で事業をやろうと思ったら、そうしたら私はホ

イホイ行くと思うのですよ。 

だから、何か役所だからお金をとってはいけないではなく、いい参考書と

して何か例えばホームページとかにももっと積極的にガイドブックとして、

ガイドラインとして出したり、実はこれは世田谷区が出していますよみたい

なのがどこかでわかるくらいのあれで、本当に売ってしまうとかというのも

いいのかなとすごく思いました。 

というのは、多分自分がやるということを考えるとそういうものを見るだ

ろうなと思うので、その辺はこれがもちろん役所のつくった資料なので、役

所に来た人に「はい５００円ですよ」というのは難しいとは思うのですけれ

ども、同じ内容を広げる方法としては商品化みたいなものもあってもいいの

かなと思いました。 

○都市整備政策部長 冊子にして役所なり関係するところに置くというのだと

なかなか出ていかない、無料かもしれませんけれどもなかなか出ていかない。
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それはお金をとって販売するという手法もあるかと思いますが、ちょっとそ

こは。 

○委員 お金を払う人はその情報を必要としている人だと思うのですよ。それ

で、引っ越したときに例えば役所へ行くといろいろな情報とかをくれたりす

るのですけれども、それはみんなただでいっぱいくれるので、何だかいろい

ろなものがいっぱい来たみたいに流れてしまうので、何かこの情報が欲しい

ですと言っている人に届くという意味では。 

○都市整備政策部長 届くという手段としてはすごくいいと思うのですけれど

も、お金を出して買っていただけるかどうか、専門の方とかそういう興味を

持っている方はもしかしたら買っていただいて、見ていただくということも

あると思うのですけれども、いわゆる大勢の方たちが目にしていただけるか

どうかというところもあるかなと思っているのですよね。 

実は、都市計画というのは非常に市民のレベルからするとすごく特殊なと

ころがあって、なかなかまちがそういう成り立ち、都市計画とかこういう中

で成り立っているのですというようなところを、認識というか意識を持って

もらうということで、過去に世田谷区の都市計画を本にして販売したことが

あるのですよ。これはまちづくりをやる上で行政が一生懸命ルールをつくっ

てやっているということを初期の段階でずっとやってきたのですけれども、

やはり先ほどあったように、いわゆる住んでいる方の、市民の方たちが、皆

さん方に理解してもらわないと、一緒になってやるべきものだろうというこ

とでやったのですが、なかなかやはり専門的な部分で、一般の方たちまでに

はなかなかお金を払って入手ということがなかったのですよね。 

○委員 その本だと買う人はかなりマニアな感じがするのですけれども。 

○都市整備政策部長 でも都市計画とは書いていないのですけれどもね。世田

谷区のまちづくりというような、少し柔らかいタイトルで過去にやったこと

があったのですけれども、なかなか実はあまり出なかったと。書店に出して

もらったのですけれども、あとはいろいろな広報誌も含めて民間の雑誌など

でも紹介してもらったりしたのですけれども、いまいちだったのですね。 

○委員 まちづくりと広告は全然そういう意味では視点が違うと思います。と

いうのは、家を１戸建てるのに私はこの世田谷区のまちづくりについてとは
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考えないと思うのですけれども、お店をやるとなっていい広告のつくり方の

参考書とかは探すかなと思うので、そういった意味ではまちづくりの需要は

なかったかもしれないのですが、広告物に関して言うと、私は需要はあるの

ではないかと思います。 

例えば、デザインの専門誌とかでも、広告物だけの特集をやっているとこ

ろとかもありますし、そういうのはやはり広告物を考えるときにいっぱい売

れたりもしますし、お店をやろうなどという人はそういうものを買ったりと

かもしますから。別に単独でなくても雑誌の特集記事とかでもいいかと思い

ますし、そういうのは今、皆さん情報集めすごく上手なので、昔は見なかっ

たようなインテリア雑誌、専門家しか見なかったようなインテリア雑誌を持

ってきて一般の人がこういう感じがいいとか、こういうデザインがあるから

こういうふうにしてくださいとか言われることも多いので、そういった意味

ではそのまちづくりの本が売れなかったときと同じように……。 

あと、売れなくても別にそれでもうけなくていいわけですから、出版業で

はないので。 

○都市整備政策部長 もうけるのではなくて、やはり市民のところで多くの方

たちがとって見ていただくというところが大事なので、やり方、もちろん中

身もあると思いますけれども、そこもちょっと考えながらやらないといけな

いのかなということでお話をしたのですけれども。 

ホームページなどでも、区の刊行物については出してはいるのですが、な

かなかそれもどれだけ出ているかというと、ちょっとというところもありま

すので。 

○委員 私もホームページは見ないと思います。申しわけないのですが。 

○都市整備政策部長 だから、１つの手段としてはすごくあり得ると思ってい

るのですけれども、その辺も考えながら。 

○委員 役所としての縛りもあるかと思うのですが、役所の中にある役所のホ

ームページはよく見てみるといろいろ便利な情報とか有益な情報が載ってい

るのですが、あんまりそういった目線でお役所のホームページにはアクセス

しないので、広告物の何か独立サイトではないですけれどもね、そういうの

とかがあると、検索ワードとかに引っかかってくるのかなとは思います。 
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どうしても広告を出そうというときに役所に問い合わせたら多分規制され

るのだろうなという、それこそいろいろな都市計画の規制と一緒で、やりた

いことをどっちかというと抑制されるだろうという雰囲気のほうが一般的だ

と思うので、協力的に動いてもらえるという印象は普通は持っていないと思

いますから、そういった意味ではちょっと違う、私はお役所ですよ、皆さん

たち協力しますよではない視点の出し方、そういう意味では出版とかそうい

うのもありなのかなと思います。 

○事務局 実際、これをホームページに上げたときは、結構問い合わせが来て、

業者さんも何かルールがあるのかなというので、結構許可のほうに電話をつ

なぐことが増えたので、意外と事業者さんはいろいろ、世の中の動向として

屋外広告物の規制などが始まってきているのでチェックをしていて、何か手

続ありますかという問い合わせは結構来ていますよね。 

○委員 先ほどちょっとお話しした市民目線という意味では、人気投票とかそ

ういうの好きですよね、市民は。ですから、そういう声を巻き込んで、市民

が撮ったものだったら、お役所が撮ったものだとちょっと先ほどおっしゃっ

たようにちょっとこういうふうにしてください的な発想で受け取りがちです

けれども、市民が撮った写真とかだと、そうなのか、そんなものもあったの

かというような、割りと共感というのですか、そういうのも得られるので、

そうやって市民の意見を巻き込みながらこういう方向を目指している、先ほ

どの成城の広告とか看板とかありましたけれども、やはり市民目線なのです

よというふうに言ってくださると、割とそれが世田谷区の方針と合致してい

いのかなという感じもするのですけれども。そうすると、みんなも手にとっ

て見やすい、ランキングだったら見てみようかみたいなところがちょっとあ

ったりしますよね。ですからそういうのも巻き込んで若い視線とかもあると

思うので。いかがでしょうか。 

○委員 今、区民の立場とか行政の立場とかいろいろな立場が出てきていると

思うのですけれども、もう１つ、広告をつくる側の立場というのがあって、

例えば先ほどご紹介されていた魚の看板があったと思うのですけれども、あ

れは広告の製作会社さんの提案があってああいうものができたわけですけれ

ども、そういういい看板をつくる業者さんが、何か例えばこれは世田谷区だ
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けの取り組みではないのかもしれないですけれども、例えば広告マイスター

みたいな形で登録されているとか、そうするとお店を出す方がそういう方な

らばある程度信頼をもってお願いに行けるとかですね。マイスターであるか

らこそ違法なことはやりたくないというような責任感を持っていただけると

思うのですけれども、ちょっと業者さんの側にそういう意欲のある方は実は

結構たくさんいて、こういう屋外広告物などの会合があると積極的に出てき

てくださる方もいるのですけれども、一方で今、広告業の業界というのはか

なり苦戦をしていて、看板はどんどんとりなさい、小さくしなさいというよ

うな状況もあるので、そういう優良な広告業者さんが日の目を見るというか、

そういうところに仕事がたくさん行くような仕組みをつくっていくというの

も少し考えたほうがいいかなという気がします。 

これはもしかしたらもう都とか、もう少し広い、広域的な取り組みの中で

やるべきことなのかもしれないですけれども、特に地元にそういう事業者さ

んがいるならば、積極的に区民の方が使っていただけるような取り組みとい

うのもあっていいのかなという気がしました。 

○委員長 世田谷だったらやれるのではないですかね。今、とてもいいお話だ

なと思って聞いていました。そういった優良事例を、ある意味でいいものを

褒める。先ほど、ネガティブ、ポジティブという話がありましたけれども、

このガイドライン自身はポジティブな方向性でいっているのであれば、ポジ

ティブな方向性で、そういったランキングのものも評価していくような、そ

れを市民目線とか区民目線、あるいは業者の目線とかそういうのを交えて、

地域風景資産みたいな形がいいのか、そういった優良広告物を評価するとい

うのをやっていくと、業者にとってもやはりマイスター的な形になっていく

でしょうし、世田谷ならではの取り組みになるのではないかなと今お話を聞

いていて思いましたね。世田谷が、そういった区民参加とかそういったもの

が盛んな地域でもありますから。 

時間があと３０分ちょっとになってきたのですが、あと皆さんのほうで。 

○委員 全然違う視点なのですけれども２点あって、１点目は許可申請の必要

のまさに区域内の協議に関してなのですけれども、これは専門家というのは、

今まで従来やられていた専門家とは別に４人目ということなのですか。それ
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があらわれるのか、それともどういう形でやられるのですか。 

○事務局 屋外広告物の専門家としてお招きするのと、それと景観的な視点も

必要だと思っているので、そういった方々をセレクトして、スケジュール感

も違うので、建物の調整と合わせてなかなかできないので、別の運用になる

かなと、別の専門家になるかなとは思っています。 

○委員 ぜひ、先ほど区民のご意見の中にも植栽をうまく使えば何かできるの

ではないかとか、そういうご提案があったりもしたので、やはり全体いろい

ろなことが絡み合ってくるのかなと思って、なかなかスケジュール的には難

しいと思うのですけれども、ぜひうまく連動して協議ができるシステムにな

るといいのかなと思いましたのでお願いします。 

あと１点は、特定区域の誘導方針、今回これはある種モデルで環七、環八

なのかとは思うのですけれども、私もかつての区民時代を思いますと環八沿

いに住んでいたのですけれども環八はあんまり歩きませんで、歩く気がしな

いですね。どっちかというとやはり具体的になるのですけれども世田谷道路

くらいのほうが、むしろ気になる場所になるのかなとも思ったりもしました。

今後もう一段、そんなにたくさんないかもしれないですけれども、そこのと

ころが一番境界線でこの辺が気になってくるところかなと思いましたので、

何かその辺の特定区域の選び方なども今後議論できるといいかなと思いまし

た。 

○委員長 ほか、いかがでしょうか。 

私からは、次回は１２月ということなので、私のほうからの意見としては、

最初の１ページ目に目的として地域らしさを感じられるということもちょっ

と書いてありますので、先ほどの植栽とかもありますが、最後のほうに住宅

と商業と分かれてやっていますが、そこももう少し住宅の中でも成城や深沢

や上北沢のような住まい、あるいは近代住宅的な、良好な住宅地が形成され

てきたところもあれば、一方で一般住宅的な場所もあるでしょうし、その辺

の、ゾーン分けというか、もう少し分けられるのではないかなという気がし

ますので、そこをこちらの風景づくり計画のほうでは、風景特性基準という

形で歴史的資産の風景とか拠点基準とかいろいろあると思うのですが、その

辺とリンクすると、もう少し、単なる３つの住宅ゾーン、商業ゾーンという
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形ではなくて、世田谷ならではの基準がもう少し加わってくるのではないか

なという気がします。 

先ほどの特定地区の環七、環八だけでいいのかという話もありましたけれ

ども、その辺も恐らくそうかなという気がいたしました。その辺もし次回に

向けてご検討できればと思っております。 

皆様の意見を聞いていて、最初手続論のお話がありましたので、２ページ

目の手続論のところを抜け道にならないような形がとれるような仕組みをま

ず検討したいという話もありましたし、また市民目線でというお話もありま

したので、市民が参加しやすいような形がこのガイドブックの中で取り決め

られれば、そういった形が望ましいのかなというようなことですね。 

あとは、ネガティブな意見も、ネガティブなところの部分もある程度考慮

して入れたほうがいいのではないかというご意見もありました。 

あと、普及啓発という意味では、売る、売らないもありましたけれども、

世田谷区民にどういうふうに普及啓発をしていくのも大事なのかなというこ

とで、ランキングですとかそういったお話もありましたので、ぜひそこもこ

のガイドラインを取り上げた以降のお話かもしれませんが、風景づくりの委

員会の中でまた検討していけるような課題にしていければと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

そのようなところで最初の意見はよろしいでしょうか。 

続きまして、次の報告事項に移りますので、事務局のほうお願いいたしま

す。 

○都市デザイン課長 では報告事項のまず１点目、界わい形成地区に関する取

り組みについて、係長、○○よりご説明させていただきます。よろしくお願

いいたします。 

○事務局 報告事項２つありますので、１つ報告した後に質問を受け付けてと

いうような形で進めたいと思います。よろしくお願いします。 

界わい形成地区については、昨年度の委員会のときもご報告させていただ

きましたが、界わい宣言をしている地区の中から、奥沢と成城、この２地区

についてモデル地区として選定して、地域に少し界わい形成地区のことを考

えてみませんかということで働きかけをしているところです。 
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その２地区について少しご紹介します。奥沢地区については、これは都市

計画図ですけれども、奥沢の駅周辺、商業系のエリアと低層住宅地、それと

黄色が集合住宅とか事務所とかも少しありますけれども、こういった形で少

し混在しているような形のエリアになります。奥沢１、２、３丁目地区とい

う形になります。 

ここを少し写真で紹介しますと、かなり住宅地の中でも緑が豊かに、この

ように大きな樹木がいっぱいあるような形で、なかなかオーナーさんたちが

ご理解があるのか、塀を単純につくるのではなくて、このように工夫されて、

通りに対してできるだけ緑を出していこうということを工夫された緑もたく

さん見られるエリアです。辻、辻には、こういったシンボリックな樹木がか

なり至るところに見られます。相当な数があります。そのように緑豊かな住

宅地です。 

それと、ここ奥沢は、横須賀と昔の海軍省があったところの中間地点とい

うことで、海軍の将校さんたちが最大３０戸くらい住んでいた旧海軍村とい

うのがありまして、このような赤い屋根とシュロの木が特徴的で、古い建物

ではございますけれどもまだ３軒くらい残っている海軍村の歴史を感じさせ

る風景も残っています。 

それと、やはりオーナーさんの意識が高いのか、土地を駐車場に転用した

ときも、こうやって生垣を残した上でわざわざ駐車場はここメーンの通りが

こっちなのですけれども、裏に回らないと入れないのですね。それは周りに

対する配慮もあると。これは別に役所が何か手を入れたという話ではなくて

そのオーナーさんの理解の中で、これだけの青空駐車をさせるのだったら見

えないようにしようというような配慮がある。また、これだけ緑があると落

ち葉掃きも大変ですけれども、町会だとか地域の方々の活動で支えられてい

る、思いや活動が地域の魅力につながっているエリアかなと思っています。 

お手元ちょっと暗くて申しわけないのですが、小さな冊子「みどりの街づ

くりガイド」というのは、地域の活動をしている団体さん、土とみどりを守

る会という会の方々がまとめたものです。地域の魅力をまとめた冊子で、か

なりわかりやすくなっていて、先ほど言った３軒の海軍村をまず紹介してい

て、中には「開かれた庭」という言葉をキーワードにしています。開かれた
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庭というと、誰でも入れるようなオープンガーデンみたいなイメージがある

のですけれども、そうではなくて、この方々が言っているのは、ここに「通

りから見える緑を増やしていこう、通りから見える緑が開かれた庭です」と、

このような緑だったりこういった緑がまちを豊かにしているということをわ

かりやすく情報発信しています。 

一応、こういった冊子をつくるに当たっては、このオーナーさんにちゃん

と掲載許可をとっていて、この人たちの活動を理解してもらって納得した上

でこういったものを載せていて、活動も広がっている。界わい形成地区を目

指すにはもってこいの場所ではないかなと思っているので、今、町会等に話

をしながら、やはり役所が入って何かやろうとすると何かルールを決められ

るのではないかとか思ってしまって警戒をされているので、丁寧に、より魅

力を上げるための取り組みとしてどうですかという話を丁寧にしているとこ

ろです。今年度は少しまち歩きやワークショップを企画してやる予定で、町

会と調整しています。また進捗があればご報告させていただきたいと思って

います。 

それともう１地区、成城地区です。今年、手元にお配りしたこの「成城地

区 地区街づくり計画」というものを、協議会とつくって策定されました。

これは、成城学園創立１００周年と、あとちょうど１００個目の地区街づく

り計画だということで、ちょうどタイミングが重なったそうです。これ自体

は一丁目から九丁目とかなり広範囲なものになっていて、成城地区を少しご

紹介しますと、やはり駅周辺の商店街だとか、低層の住宅地、桜並木とかイ

チョウ並木があるような低層住宅と、中低層の街並みが広がっている。それ

と、成城大学の文化教育的な施設があったり、国分寺崖線の緑とか、かなり

多様な要素を持ったエリアです。 

これについては、この青いガイドブックに住宅地の界わいということで、

例えば通りに面する植栽の配慮をして、桜並木が引き立つような界わい形成

地区などはどうでしょうかと、将来のイメージを書いて、これは成城を題材

にしたものです。実際に今も隣と塀の高さをそろえたり、この緑化がうまく

つながって気持ちいいエリアなども実際にございますので、そういったもの

を、例えば豪邸が建つときにちょっと外構に配慮してもらえれば、こういっ
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た街並みがずっと続いていけるようなこともできるので、こういったことで

界わいを考えるもよし。先ほど紹介したように商店街では屋外広告物に対す

るルールをつくって、界わい形成地区として看板だけではなくて、例えば建

物の位置をそろえたりとか、色の基準をつくったりとか、そういったことで

界わいができるのではないかなと我々は思っていますけれども、申したとお

りかなりいろいろな要素があるので、どの地区でやるかというのはまちづく

りの協議会がありますので、協議会などと一緒に考えながら、エリアを限定

しないと、ここから全域で界わいというのはちょっとあり得ないかなと思っ

ているので、少しそういったエリアの検証などを地元の方々と考えていけれ

ばと考えています。 

界わいについて報告できるのはここまでになります。以上です。 

○委員長 ありがとうございます。今の界わい形成地区の取り組み等について、

ご意見、ご質問等ございましたらよろしくお願いいたします。 

○委員 成城の、住民主体でやったとおっしゃいましたけれども、区の関与と

いうのはどういう感じなのでしょうか。 

○事務局 住民主体で協議会ももちろんあって協議会も提案をしているのです

けれども、街づくり課もそういったルールづくりの専門なので、そこはアド

バイスとか一緒に考えながらやっていますので、協議会だけではやっていな

いスタンスです。 

○都市整備政策部長 もともと成城自治会さんがかなりいろいろな活動をされ

ていて、それがベースにあったのですけれども、今後まちの維持といいます

か、保全というものをさらに進めるために、街づくり条例に基づく地区街づ

くり計画、今紹介したこの計画をつくって、行政側で最終的にはこれをつく

ったのですけれども、建築確認等と連動するような形をとって、行政側から

も指導をするというような、一緒になってやっていく取り組みを進めたと、

そういうものでございます。 

○委員 代田のまちづくり協議会というのが先月発足しまして北沢支所でお願

いしているのかな、いろいろ熱心に。 

○都市整備政策部長 そうです。北沢総合支所で。 

○委員 やっていただいているのですけれども、住民はよくわからなくて、２、
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３人詳しい方がいらっしゃるのですけれども、意見続出でどうしたらいいか

なと運営を悩んでいるのです。 

○都市整備政策部長 いきなり何かルールをつくるということは区もそういっ

たことはやらないのですけれども、いろいろ皆さん方とまちをまずは点検等

をして、どういうふうなまちにしていくのか、まちの持っているやはり魅力

というものをどちらかというと引き出すような方向で、それとやはり地域の

方々が大事にそれを継承していくというところが大事なので、いきなり規制

をつくってこうやりますよということはやりませんので、そういう意味では

少し時間をかけてご理解をいただきながらやっていくと、そういうことで協

議会をつくって、そこをベースにしながら皆さんと一緒に取り組むというこ

とだと思います。 

○委員 どうしてもお年寄りの方は気が急いて、俺の元気なうちに何とかせい

と。こういうのは非常に参考になりますよね。 

○委員 やはりちょっと不勉強で経緯がわからないと逆に、やはり地区街づく

り計画と界わい形成地区の差とかが、やはり区民にどれだけ伝わるかという

と結構難しいなと思います。もちろん景観の部分でこういうことがやれると

いうのは、こっちならではだよということもあるのですけれども、それ以外

でも結構ツールがたくさんあるので、何か組み合わせたらできてしまうので

はないかというところで、その辺で少し整理が今後要るのかもなと思います。

横浜ですと横浜市地域まちづくり推進条例というのがあって、地域づくりル

ールと地域づくりプランがあります。まずその地域まちづくり組織を認定し

なければいけなくて、認定した人たちが地域まちづくりルールと地域まちづ

くりプランをつくれる団体になるのですけれども、プランだけ持っていると

ころもあるし、ルールだけ持っているところもあるし、両方持っているとこ

ろもあるのです。 

だからどちらかというと地区街づくり計画はまさにそのルールに近いとこ

ろですけれども、界わい形成地区もルールなのだけれども、でも何かちょっ

とプラン的な雰囲気もあり、まさにポジティブに捉えて考えていくみたいな

ところもあって、少しそういう役割分担みたいなのがうまくできるといいの

かもなと今ちょっと思いました。特にこのアドバイザーの方を入れてやはり
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創造的な協議というか、前向きなことを考えていこうという色がこちらのほ

うが少し強いのかなとお見受けしたのですけれども、その強みみたいなもの

が見えると、これやって意味があるのだとかというのが伝わりやすいのかな

と思います。それがだからこの２つあるけれどもどっちなのとかどうするの

とか結構いろいろ聞かれてしまうのではないかなという気がしたので、その

辺をうまく、もちろんルールも含めてやるのだけれども、何かこういうとこ

ろが強みなのだよというのがもう少しわかると使いやすいのかなと思いまし

た。 

○都市整備政策部長 まさに奥沢は今そのことを私からもお願いして、いろい

ろな何々条例、何々法に基づくとあるのですけれども、地域から見ると全く

その差がわからない。今回、景観形成ということで、地域に入っていくとき

に、一方では地区街づくり計画をつくって、区はいっぱいつくって、１００

地区つくってやってきているのですけれども、それとの違い、何が違うのか。 

ですからそういうようなところを丁寧に地域とやりとりをして、ここに合

う手法を入れていくというような、その目指す方向などもやはり共有してい

かないと、いきなり何か入れていくというのではないので、そこのところに

ちょっと時間をかけていきましょうということで、奥沢のところに少し、今

年度以降ですね、そういった活動をしながら少し時間をかけながらやってい

こうということで今入っていますので、今、○○委員が言われたところもこ

ちらもしっかり押さえながらやらなければいけないなと思っています。 

○都市デザイン課長 成城地区も奥沢地区も非常にいい住宅街なのですが、成

城地区はもう長年、成城憲章から始まって今回の地区街づくり計画と、住民

の方が非常に勉強されていて、地区街づくり計画ができたので今度界わい形

成地区についても聞きたいということで、お話しするとかなり理解されるの

ですね。 

ただ、成城地区も本当に先ほど説明したようにとても広いので、そこの全

部で界わい形成地区はちょっとできるものではなくて、その中で特にここの

魅力を伸ばしたいというところについて、専門家が事前に協議をする、そう

いう機会をつくる。そういう仕組みだということで、どこのエリアを伸ばし

ていきたいか、地区の方でもう少し話し合ってみてくださいというところで
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お話ししています。 

奥沢のほうは、今まで街づくり課が中に入ってやっているという経験がな

いので、住民の方も初めてこれから学びながら、まちの魅力を歩いて再発見

するところからスタートということなので、その流れの中で界わい形成地区

に行くのか、地区街づくり計画をまずやろうということになるのかは、ちょ

っと今年の様子を見ながら丁寧に進めていきたいなと思っています。 

○事務局 奥沢自体は過去に耕地整理等あって、まちの基盤がある程度整って

いるので、強いて言えばまちの問題が少なかったので、まちづくりの動きは

ありませんでした。住民さんの活動が活発だったというところがあるので、

成城と奥沢はベースが違うかなというところです。もしかするとこれをきっ

かけに地区まちづくりやろうよとかという話になれば、こういったものがで

きるかもしれないというところです。なかなか界わいありきで進めるという

のは住民さんからしてもちょっと失礼な話なので、みんなで考えてみようと

いうところが今年ですかね。 

○委員 私もちょっと奥沢とか成城に前にインタビューに行ったことあるので

すけれども、やはり特色が違う。同じ近代住宅でも特色が違うと思うのです

が、奥沢はこの土とみどりを守る会というのは、全地区ではなくて、ある程

度合意をとれた、手を挙げた人同士の会だったと思うのですね。それが地元

で協議会ができるということは、一歩前に出たということですごくよかった

なと思うのですが、奥沢は意外に自由が丘に近いですよね。歩いているうち

に気がついたら自由が丘、私ちょっと方向音痴なので気がついたら自由が丘

なので、あれここまでお店あるのみたいな。 

例えば成城だったら駅から商店街、業務地があって郊外になってくるのに、

自由が丘は歩いているうちに業務地になってしまうみたいな、業務地と言う

のですかね。まちになって。意外にさっきの広告物ではないですけれども、

そういうことに対して無防備だと思うのですよね。多分単純に制度として地

区景観法の景観計画と地区計画どこが違うのと突き詰めるのもあるのですけ

れども、どこにシフトして景観計画、界わい形成地区でやろうかというのを、

やはりある程度フォーカスしていかないと、多分場当たりでそこの地区もあ

れもこれもになってしまうので、ここの地区は看板をやろうとか、緑のこと
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を何とか界わい形成地区にやっていこうとか、あとせっかく、あんまりこれ

これと言っているとその地元の合意もあると思うのですけれども、でもせっ

かくこれだけ緑の蓄積がもうあるので、何かここからこれに合った色のこと

も入れられるかもしれないし、これはすごい材料としても、あんまり持ち上

げると、地元の微妙なバランスがあると思いますけれども。 

何か色と看板にちょっと力を入れるとか、そういう取っかかりはあるのか

な。 

○都市整備政策部長 まさにそうだと思います。景観形成のほうは、どちらか

というと重ね合わせていくのか、別のものをそれぞれ使い分けていくのか、

いわゆる選択するのかと、いろいろ手法があると思うのですが、界わい形成

のほうはどちらかというと地域の特徴のところを伸ばすようなところで入れ

ていけないかなというのがちょっとこちらのほうの今、意識としては持って、

地元に入っていっていますので、そうは言っても行政側からこうですよとい

うこともなかなかできないので、地域との取り組みがありますので、その経

過も見ながら少しやりとりを重ねていきながら、特徴的なところに形成地区

というところで、ある程度限定したところで入っていきたいなとは今、考え

ていますね。 

○委員 成城のほうも思ったこと、感想に近いのですけれども、何か地区街づ

くり計画まで行っていたのを忘れていたのですけれども、最近でしたっけ。 

○都市整備政策部長 つい最近ですね。 

○委員 景観協定も認定された協定になっているのですよね。だからダブルで

何重にもいろいろな制度が成城はかかっているということですか。 

○都市整備政策部長 景観協定は入っていない。 

○委員 では景観協定ではなくてまちづくり協定？ 住民協定か、成城協定か。 

○都市整備政策部長 区民街づくり協定。 

○都市デザイン課長 あと成城憲章。 

○委員 認定している。憲章は憲章で残っているのですかね。 

○都市整備政策部長 憲章は残っています。 

○委員 この自治会自体は全成城なのだけれども、界わい宣言もありますよね。

界わい宣言の話で前に何かちょっと地元の方に伺ったときだと思うのですけ
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れども、記憶がはっきりしないのですけれども、割と北側のほうが法人とい

うか、企業が土地を不動産を持っていて、割と南のほうが昔から住んでいる

方とかが、顔の見える不動産。今の状況はわからないですけれども。 

やはり、さっきのたまたまオーナーがすごくいいオーナーで、自分から○

○○○を茶色くしたなんていう例があって、でもそれのほうがもしかしたら

いいテナントが入ってくれてお得だということになれば、みんなもそうなっ

てくればいいと思うのですけれども、ある程度成城の中でも業務地のところ

と、本当に住宅だけのところという、地区ごとにかなり特色があるのではな

いかなと思いました。やはりまずは何かに特化して始めたほうが、看板なら

看板とかに特化してやっていったらどうかなと思いました。 

○委員長 あと、いかがでしょうか。 

これ、私のほうから界わい形成地区、いわゆる景観法に基づく景観形成地

区に相当するということの理解でよろしいのですよね。そうすると、例えば

○○委員のところの横浜とかでこういった事例というのはあったりするもの

なのですか。景観形成地区を実際にやられている事例というのは実際に。 

○事務局 景観の重点区域とかでどこかを特定して、重点的にやるよというの

は結構歴史的な資産があるところなので、例えば旧東海道とかそういうのが

あります。 

○委員 横浜もあり過ぎてもうめちゃくちゃでもあるのですけれども。 

○委員長 世田谷でないというのが、２３区の中でほかには結構事例があるほ

うなのですか。 

○事務局 ほかの景観計画を策定しているところは重点区域を設けている。大

体が、行政がここは守っていきたいよと、例えば旧街道だとかというところ

を上から指定して、住民の合意を得るというタイプが多くて、住民と一緒に

考えながら基準をつくっていくというよりは、行政側が基準をつくってお伺

いを立てるという流れのほうが多いかもしれないです。近隣自治体に聞いた

限りではですね。 

○委員 景観計画上は、重点地区という制度は特になくて、ただ要は厳しめに

設定する地区のことをみんな重点地区と呼んで、その中で運用して要は分け

ているということです。そういう形が多かったです。 
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○事務局 一般のエリアとは分けて考えるみたいなのが多いですね、景観計画

の中で。 

○委員 今お話しすることかどうかちょっとわからないですけれども、以前ア

メリカに住んでいたことがあって、そのときは家を建てかえをするときに、

隣の家、近隣のお家に署名が必要だったのですね。隣が建てかえるときに「こ

ういう家に建てかえますけれども、いかがでしょう」という伺いが来て、そ

れに近隣の人が納得すればでは建てかえていいですという、そういうことが

あったのですね。それというのは、とても私はインパクトがありまして、街

並みとしてとても景観が整うのですね。結局、こんなところは建てては嫌だ

とか言える場所が市民同士であるので、やはり隣同士なので仲よくやってい

きたいしという、そういう両面をうまく取り入れた制度だなと思って、一応

参考までに。 

○都市整備政策部長 それもすごいですね。界わい形成地区の中で上手に場合

によってはルールというかプランなど生かされるような地域ができてもいい

ですね。 

○委員 ですから成城憲章とか、多分奥沢のこういうのは、そういうようなも

のに近いのかなと。周りの共感を得られて初めてそれが先に進んでいくとい

う意味であるのかなと思いました。 

○都市整備政策部長 ありがとうございます。 

○都市デザイン課長 こちらのガイドの中を開いていただくと、５ページの特

徴２というところに、界わい形成地区に指定されたときの届出手続というの

があるのですが、その中で事前調整とか相談をして、②で地域住民への情報

提供というのがあるので、ちょっと同意というところまでは至らないのです

けれども、近隣の方にこういうものを建てますよというのをあらかじめお知

らせする機会というのはここに指定されると出てきます。 

○委員 近い感じかもしれないですね。 

○委員 神奈川県にも、藤沢あたりでも相当きついですね。近隣の方が建てよ

うと思うと、例えばマンションを建てないでくれとか、同じ建築物でも一戸

建ての細かい家はいいけれども、いわゆるアパートにしないでくれとか、そ

ういうのをみんなで決めているのだというところも何カ所かあるみたいです。 
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○委員 町田市のつくし野もそうです。 

○委員 そうですね。結構日本でも、大体向こうに住んだ方が同じことをやる

みたいですけれども、神奈川県は相当そういう意味では進んでいるのではな

いかと感じたのですけれども。世田谷はそれから見たらあんまりうるさくな

いなという感じがしたぐらいです。 

○委員長 ほかに、よろしいでしょうか。時間を気にしながらですね、済みま

せん。 

  では続きまして、２点目の報告をお願いいたします。 

○都市デザイン課長 ２点目は、今年の３月１５日から５月３１日まで実施い

たしました地域風景資産の普及啓発イベント「せたがや地域風景資産クイズ

コンテスト」について、担当係長よりご説明させていただきます。よろしく

お願いします。 

○事務局 皆さんお手元の茶色い冊子を配って、約２カ月半くらいですね、地

域風景資産に関するクイズを募集しました。その結果を少しご報告させてい

ただきたいと思います。 

まず、この２カ月半で、どれだけの応募があったか。２４２通もいただき

まして、全部の地域風景資産に関するクイズが集まったと。８６資産ありま

して、ただ所有者とか建物がなくなってしまったというので、そのブックに

載せているのは８４資産なのですね。その８４資産分のクイズが全部集まり

ました。 

審査も終えまして、審査の基準は、基本は地域風景資産に行ってもらいた

いので、現地に行けばわかるクイズというような視点と、子どもから多世代

が理解できるかというのと、資産に関係があるかというのはもちろん大事な

ので、その視点と、あとユーモア、オリジナリティというようなところで審

査をして、選定をしました。一応８４資産のクイズが選定されました。 

もう選定したので、選んだクイズはちょっとここで公表できないのですけ

れども、秀逸なクイズが多くて、これおもしろいのだけれども点数つけたら

外れたというのを少し、残念なのですけれども紹介します。 

例えば、世田谷観音が地域風景資産に選ばれているのですけれども、境内

にいないのは誰？ 境内にあるのは誰ではなくて、この中でいないものがあ
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りますよと。龍神様、薬師如来、マリア観音となったときに、では○○委員、

答えは何でしょう。クイズです。行けばわかるのですよね。 

○委員 龍神様。 

○事務局 龍神様がいないかなと。普通マリア観音とかいないのではないかな

と思うのですけれども、実は世田谷観音はいろいろなものがいて、龍神様も

いますし、マリア観音も実際にいるのですね。薬師如来という一番いそうな

ものがいないというクイズです。 

もう１つくらい。これも感覚ですけれども、成城の富士見橋にはこういう

ふうに富士山を切り取るような額縁があるのですね。この問題は、現場を測

って問題にしてくれたのですね。この額縁のサイズは幾つでしょう。では、

○○委員どうでしょう。感覚的に。 

○委員 １番。５０×９０。 

○事務局 １番。５０×９０。実際は結構大きくてですね、１０３から１間く

らいあるのですね。これだけの額縁があって、風景に溶け込んでいる。こん

な問題が、実はこれは残念ながら落選。なので、来年度、春にはその８４資

産のクイズを皆さんからいただいたクイズをラリーブックにして回ってもら

おうかなと。子どもたちもこういう問題であれば行ってはかればわかるので

はかってみようとか、見つけてみようというちょっときっかけになるかなと

いうところで、ありがたく全部クイズがそろったので。一応、記念品のグッ

ズは参加した人に配っていて、採用された方にはこの手拭いが配られる。ご

応募いただいて、採用された方がいればもらえたのですけれども。一応ニッ

クネームとかで出せたので、誰がつくったかは、大体皆さんニックネームに

なっています。 

一応、先ほども申し上げましたが、今選定が終わって、これから冊子をま

たつくります。それで春に一番桜の資産も結構多いので、いい時期に回って

もらおうかなという企画になります。以上になります。 

○委員 さっきの手拭いは買えるのですか。 

○事務局 売っていないです。 

○事務局 限定なので。 

○委員 限定なのね。残念。宣伝したいですよね。 
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○委員長 ただいまのご説明に対してご質問あるいはご意見がございましたら

どうぞ。１０分程度。 

○委員 欲しい。 

○事務局 まだ余ってはいる、若干余っているけれども何かの機会に。職員が

何パターンかデザインして、課内で投票して、どのデザインで行こうと。ほ

かにもいいデザイン幾つかあったのですけれども、これを採用して。意外と

少額で、つくれる景品としてはいいのかなと。そんなに予算はとれないので、

意外と安くできたので。金額は言いませんけれども。 

○委員長 子どもたちからの応募とかそういったものはわかったりしたのです

か。特定できないのですか。 

○事務局 小学生ともう少し小さいお子さんがお母さんと一緒にクイズをつく

ったりしたものの応募もありました。 

○委員長 これも普及啓発ですかね。地域風景資産については、何かございま

すか。 

○委員 特に次の選定するとかそういう話はない？ 今年の事業？ 

○事務局 そうですね。次回の選定については少し今、第１回から１５年くら

いたっているので、少し課題も見えているので、課題の整理などもしながら

次の選定に向けた、要はどんどん選んでどんどん数を増やしていけばいいの

かという話ではなくて、少しやはり年代もたっているので、どう取り扱って

いくみたいなことを考え始めているところです。その辺を今年まとめたいと

思います。 

○委員 こういうので現地に行くことである意味刺激というか、みんなでとい

うことで、いいのではないですか。 

○事務局 そうですね。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

それでは、以上で議題と報告は終わりますので、次第では事務連絡となっ

ておりますので、事務局のほうからよろしくお願いいたします。 

○都市デザイン課長 今後の予定についてご連絡させていただきます。次回の

第２回風景づくり委員会は、こちらの次第の下のほうにございますが１２月

１日の午後３時からを予定したいと考えておりますが、皆様のご都合につい



 ４６ 

て確認させていただきたいと思っております。いかがでしょうか。かなり先

になりますが。 

○事務局 ちょっと会場等もなかなかすぐ埋まってしまうので早目にというこ

とで、ちょっと設定をさせていただいております。皆さんのご都合がよけれ

ばこれで会場を手配したいなと思っているのですが、もう既に何かあるとい

う方はいらっしゃいますか。大丈夫そうですか。よかったです。 

○都市デザイン課長 ありがとうございます。 

○事務局 ちょっと開催の時間帯が午後３時ということで、今回とちょっと違

いますのでお間違いのないように。 

○委員 場所はここですか。 

○事務局 場所はこれから手配します。 

○都市デザイン課長 それでは、１２月１日の午後３時からということで、場

所はまた改めてご連絡させていただきます。次回の委員会までに、本日皆様

からいただきましたご意見を踏まえて、ガイドラインの案の検討を進めてま

いります。 

また１０月にはガイドラインに関する区民意見募集も実施いたしますので、

そちらの結果も合わせてご報告させていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。以上です。 

○委員長 それでは、これをもちまして平成２９年度の第１回風景づくり委員

会を閉会いたします。きょうはどうもありがとうございました。 

──了── 


